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(4)積立比率

平成 20年度における積立比率をみると、厚生年金及び国共済十地共済では、総合

費用の実績が将来見通 しとほぼ同程度であるのに対 して、前年度末積立金の実績が将

来見通 しを上回つているため、私学共済では、総合費用の実績が将来見通 しを上回つ

ているが、前年度末積立金の実績がそれ以上に将来見通 しを上回つているため、国民

年金では、総合費用の実績が将来見通 しを大きく下回つたことに加え、前年度末積立

金の実績が将来見通 しを上回つたため、積立比率の実績は将来見通 しを上回つている。

(図表 33-8)

図表 卜38 保険料比率・積立比率
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補遺 1

平成 17年度以降の実績 と平成 16年財政再計算における

将来見通しとの比較のための加工について

平成 16年財政再計算における平成 17年度以降の将来見通 しには、平成 16年の告1度改正の内容は織 り込

まれているが、その後の制度改正は繊 り込まれていない。 したがって、平成 17年度以降の実績と平成 16

年財政再計算における将来見通 しとの比較において、単純に差をとっても、その差には制度改正要素に起

因するものも含まれることになる。そこで、財政に影響を与える制度改正を既存の平成 16年財政再計算に

おける将来見通しに反映させた推計を行い、その推計値と平成 17年度以降の実績 とを比較することにより、

制度改正要素に起因するものを除いた経済要素や人口要素などに限定した分析を行 うこととする。

具体的には、｀
「 成 16年財政再計算における平成 17～20年度の基礎年金拠出金に係る国庫 。公経済負担

については、平成 16年改正に基づき各制度とも基礎年金拠出金の (1/3+H/1000)相 当額として見込まれ

ているが、その後の制度改正により当該国庫・公経済負担が引き上げられている (図表 21-7参照)。 平成

17年度以降の具体的な負担 (Fl庫・公経済負担割合及び定額分)は法律にりl記 されていることから、平成

17年度以降のり1上げ分に‖1当 する額を14成 16勺i財政再計算における国庫 。公経済負担の1子 来見通 しの額

に加算し、実績と比較することによつて、基礎年金lt■出金に係るll ltti・ 公経済負■l害1合等の引上げによる

影響を除いている。

財政見通しにおける n年度の国川i。 公経済負担の加算額 (Kn(n=17～ 20))を 以下のとお りとする。(平

り茂21年度以降は Kn=0と する。)

Kn(n= 17～ 20)

=1子来見通 しにおける ■年度の基礎年金拠十日金

× (n年度の基礎年金拠出金の|,1カ 11・ 公経済負担ilil合 (1うえ17年度以降の11度改:|ほ を反映したもの)

― (1/3+H/1000))

+ 基礎年金拠出金のIJtti。 公経済負担の定額分 (平成 17年度以降の制度改正を反 lllk・ した 1,の )

実質的な文出額は、保険料収入 と1可 川i・ 公経済負IFlで賄 う費用であり、給付費、基礎年金拠出金、その

他拠出金の合計からi豊加費月]、 基礎年金交付金、その他交付金等収入を控除したもので表される。

実質的な文出額=給付費+基礎午金拠IJ金 +そ の他拠出金

―i■力1費用―基礎年金交付金―その他交付金等収入

上式には、保険料収入や国力li・ 公経済負担の項は含まれず、国llli。 公経済負担の増加は実質的な文出額

には影響を与えない。

一方、基礎年金拠出金に係る国lll・

‐。公経済負担の増加であることから、「実質的な支出一回庫 。公経済負

担」や基礎年金に関する支出 (=基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分除く))をか!算額 (Kn)だ け減少

させ、基礎年金拠 |11金 が含まれない独自給付に関する支出 (=実質的な支出―「 lllll~・ 公経済負担―基礎年
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金拠出金 (国庫・公経済負担分除く))に は影響を与えない。また、国庫 。公経済負担の増加により収入が

増加するため、運用収入や積立金を増加させる。

運用収入は、前年度末積立金と当年度の運用収入以外の収支残、運用利回りから計算できる。n年度の

運用利回り(Bn)を 次のように定義する。

Bn=n年度の運用収入/(n-1年度末積立金+n年度の運用収入以外の収支残/2)

平成 16年財政再計算において、運用利回りには手を加えず、運用収入以外の収支残を、基礎年金拠出金

に係るll・l庫 。公経済負担の引上げによつて加工した結果とすることにより、運用収入にも、この制度改正

が反映されることとなる。具体的な変換は、前述のとおり ■年度の運用利回りを Bn、 国lll・

‐。公経済負担

の力‖算額を Knと すると、以下のとおりである。

【運用収入】:平成 16年財政再計算における平成 n年度運用収入(In(n=17～ ))を 次の(1う に加工する。

In  ―→  In+K17× (1+B17/2)x Πu=1〔卜n_1(1+Bu)XB"

+K18× (1+B18/2)× Πu=19～ n_1(1+Bu)× Bn

全制度共通
十Kn-lX(1+Bn-1/2)x Bn

+Kn× Bn/2

=In+[(Σ t=17～ n lKt× (1+Bt/2)× Πu=t,1～ nl(1+Bu)× Kt/2)]× Bn

平成 16年財政rf計算における14成 17年度以降の年度末横立金の加「li値は、 L記を総合させることによ

って得られる。具体的には、■ inLの 表記を用いて、平成 n旬=度 木積立金(An)は、Knに係る加11を 行 うと

次のような変換 となる。

【積立金1:14成 16年財政1与 計算における平成 17年度以降の年度末積t金を次のように変換する。記

号は これ までの記述 とllllじ。

全制度共通 I An → An+Σ t=17～ n Kt× (1+Bt/2)× Πu=t.1～n(1+Bu)
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ネ南縫詈2

平成 20年度末の積立金の実績 と

平成 16年財政再計算における将来見通 しとの乖離の要因分解について

平成 20年度末の積立金の実績 と平成 16年財政再計算における将来見通 し (平成 16年改正後の国庫 。公

経済負担引上げを反映 した加工値。以下同様。)の乖離の要因分解 (乖離に対する各要因の寄与分の計算)

は、以下のようにして行った。

図表 }2-4の要因分解

○ 平成 20年度末の積立金は、平成 16年度末積立金、平成 17～20年度の収支残を使って、次のように表

される。

20年度末積立金=16年度末積立金+Σ t=17～ 20(t年 度の収支残)

○ 収支残は、前年度末の積立金から影響を受ける「運用収入」と、前年度末の横立金からは影響を受け

ない「運用収入以外の収支残」に分けられる。

収支残=運サロ収入十運用収入以外の1又 支残

○ ネ IJ運 用利「|]り を、

名 Fl運用利 |IIIり =連月1収人/(前年度末積立金+運月1収入以外の収支残/2)

として算出する。このス ロ運用利[!|り を用いると、逆に運用収人を次式から算出することができる。

運用収入=l11年度末積 アヽ金×当年度の名日運り|]利「Jり

+当 年度の運用1又入以外の収支残×当年度の名 日運用利回 り/2

0 本年度末横、資金は、1前年度木積立金と｀
峰年度の運用収人以外の1又支残、当年度の運用収入の合計であ

るから、この運用収人の算出式を月1い ると、

本年度末千ずi立金=前年度木本Ji立 金× (1+当 年度の名‖運用利llJり )

+当 年度の運用収人以外の収支残× (1+」
`イ

ー
ト度の名 |1運用利回り/2)。 ― (1)

となる。

○ ここで、

An:平成 n年度末の積立金

Bn:｀ 14成 n年度の名日運用利|:Jり

Cn i｀
「 成 n年度の運用収入以外の収支残

とよ】ナ|ず、 テt(1)は

An=An_1× (1+Bn)+Cn× (1+Bn/2)・ ・・ (2)

と表されるが、14成 16年度木積立金、平成 17～ 20年度の各々の名目運用利1叫 り、平成 17～ 20年度の

各々の運用収入以外の収支残を式 (2)に繰 り返 し代入すると、平成 20年度末積 立金は次のようになる。

A2()=A16× Πt=17～ 20(1+Bt)十 Σt=17～20 Ct X(1+Bt/2)× Πu=t+1～ 2()(1+Bu)・ ・ 。(3)
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A16ヽ Bnヽ Cn(n=17～ 20)をすべて実績 (簿価ベース、時価ベース)と すれば、式 (3)は実績の平成 20年

度末積立金 (簿価ベース、時価ベース)と 一致する。また、A16ヽ Bnヽ Cn(n=17～ 20)をすべて平成 16

年財政再計算における将来見通 しとすれば、式 (3)は 平成 16年財政再計算における平成 20年度末積立

金 と一致する。

○ なお、私学共済では平成 18、 19年度において固定資産についての損益外減損処理を行っているため、

当該処理に係る額 Dnは乖離の要因となる (当該処理の無い制度や年度については Dn=0と 扱 う)。 本

乖離分析上当該処理は年度末に一括 して行われたものとすると、式 (3)は 次のようになる。

A20=A16× Πt=17～20(1+Bt)+Σ t=17～ 20 Ct X(1+Bt/2+Dt)x Πu=t+1～ 20(1+Bu)。 ・ 。
(4)

○ さらに名 目運用利回 り及び運用収入以外の収支残が将来見通しと異なつたことの寄与分について、以

下のように分析 した。

O n年 度の「名 目運用利回り」Bnを次式のとお り、「被用者年金全体の名 目賃金上昇率」Bbnと 「実質

的な運用利回 り」Banに分解する。

1+名 目運用利回 り=(1+実 質的な運用利回 り)× (1+被用者年金全体の名 目賃金上昇率)

1+Bn=(1+Ban)× (1+Bbn)。 ・ 。(5)

O n年 度の「運用収入以外の収支残」Cnは、(運用収入以外の収支残)=(保険料1又入)一 (給付費等)

と表すことができる。ここで 「給付費等」とは、保険料収入から運用収入以外の収支残を控除したもの

のことであり、給付イセや基礎年金拠出金などの支出額から、運用収入及び保険料収入以外の国庫負担、

基礎年金交付金などの収入額を控除したものである。

○ 保険料収入は、対象としている当該制度の名 目賃金上昇率に連動して変動 し、「給付7セ 等」は年金改定

率 (物価スライ ド率等)に連動して変動する 1)の と考えられる。

保険料収入 と当該制度の名 口賃金上昇率との関係については、名 目tt金上昇率がイli度 末における 1人

当たり標4t報酬額の前年比であり、標準報酬月額の改定は通常 9月 分からであることや納入月等も考慮

し、当年度の名 目賃金上昇率の半年分と前年度の名 日賃金 11昇率の半年分が保険料収入に織 り込まれる

ものと考える。

ここで、ひとつのモデルを考える。各年度末現在における 1人当たりの標準報酬額の比が、

前々年度末 前年度末 当年度木

標準報酬額の比 1 1+X (1+X)× (1+Y)

であるとし、この年度間において人数変動が起きないとする。

(1+X)X(1+Y)

6/Jヽ 月

1+X

6/Jヽ 月 6か 月6か月

1/

前年度末

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
！
―
―
ゝ
削 々年度末

前年度中の保険料
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当年度

ρ=

中の標準報Ell額 と前年度中の標準報酬額

1/2× (1+Ю +1/2× (1+X)× (1+Y)
1/2+1/2× (1+X)

の
　
　
　
〓

比を ρとすれば、

(1+X)× (1+Y/2)
1+X/2

ρ≒(1+X/2)× (1+Y/2)

運用収入以外の収支残の乖離分析の際には、このような半年分の調整を各彼用者年金制度と被用者年

金全体について以下のように行 うこととする。

制度の名 目賃金上昇率

=(1+当該制度の当年度名目賃金上昇率/2)× (1+当該制度の前年度名 日賃金上昇率/2)-1

被用者年金全体の名 目賃金上昇率 :Can

=(1+被月l者年金全体の当年度名 目賃金上昇率/2)

×(1+被用者年企全体の前年度名 日賃金上昇率/2)-1

-方、年金改定率と給付費等との関係についても、年金改定 (物価スライ ド)は通常 4月 分からであ

り当該年金の支払いは6月 からなので、年金改定率の影料は前年度 2か月分、当年度 10か月分が当年

度の給付費等に縦 り込まれるものと考えられるため、保険料収入と同様の考え方による処,1を 行 うこと

と
‐
l~る 。

O n年 度の「術1度υ)名 日tt金 _11,「率が 0%の場合の保険料収入」Cdnと 「年金改定率が0%の場合の給

付費等」Cenを以下のとお りとする。

制ltの 名「lti金上ケ1率が 0%の場合の保険料収入 :Cdn=保険料収入/(1+当 該制度の名 |ltt金 上昇率)

年金改定率が 0%の場合の給付費等:Cen=給 付費等/(1+年金改定率)

○ また市1度 の名 ‖賃金 11ケ |‐ 率と被用者年金制度全体の名日tt金上ケ「率の関係として、コイF度の「制度の

イ,11賃 金 li昇率υ)被サ|1者年金全体の名 Li tt金 上ケ「率に対する比率」Cbnと 、「年1金改定率の被りll汗年金

全体の名日tttt L昇率に対する比率」Ccnを 以下σ)と お りとする。

1:り度の名 |l it金 上ケ1率の被用者年金全体の名卜1賃金上ケ「率に対する比率 i Cbn

=(1+当 該制度の名‖tt金上昇率)/(1+被 用者年金全体の名日ti金 11ケ l率 )

年金改定率の彼り|]者年金全体の名 [l tt金上昇率に対する比率 :Ccn

=(1+年 金改定率)/(1+被 用者年金全体の名 日賃金上昇率)

○ すると、運用収入以外の収支残は、以下のように表されることになる。

運用収入以外の収支残 :Cn=保険オ1収人一給付費等

=Cdn× Cbn× (1+Can)~Cen× Ccn× (1+Can)。 ・ 。(6)

○ 式 (4)～ (6)に より、14成 20年度末の積立金 A20はヽ以下のように表されることになる。

A20=A16× Πt=17-20(1+Bt)+Σ t=17-20 Ct× (1+Bt/2+Dt)× Πu=t+1～ 2()(1+Bu)

=A16X Πt=17～ 20(1+Bat)× Πt=17～ 20(1+Bbt)

+Σ t=17-2()([Cdn× Cbn x(1+Can)一 Cen× Ccn× (1+Can)]× [1+(1+Bat)X(1+Bbt)]/2+Dt〕

×Πu=t+1～ 20(1+Bau)× Πuttt+1～ 20(1+Bau)・ ・ 。(7)

- 121 -



推計式 (7)の 変数 A.6ヽ Banヽ Bbnヽ Canヽ Cbn、 Ccn、 Cdnヽ Cen(n=17～ 20)、 D18ヽ D19に 実績又は将

来見通 しの数値を次頁の表のように代入 していき、推計値 (1)～ (☆ )ま で計算 し、順次差をとることに

より各々の寄与を計算することができる。例えば、積立金計算の基礎的数値すべてに実績を入れれば、

平成 20年度末積立金の実績が得られる。また、積立金計算の基礎的数値すべてに将来見通 しを入れれ

ば、平成 20年度末積立金の平成 16年財政再計算における将来見通しが得 られる。

0 31個 の基礎的数 llrl‐ を順に、実績から将来見通 しへ入れ替え、式 (7)の値の差を計算することで、各基

礎的数値が将来見通 しと異なったことの寄与分を得ることができる。

なお、平成 17～ 20年度の各年度について Cbnと Ccnは同時に入れ替え、入れ替えたときの推計式

(7)の 値の差を、それぞれ平成 17～20年度の (運用収入以外の収支残における)「被用者年金全体の名   ‐

日賃金上昇率以外の経済要素が将来Jι通 しと異なったことの寄与」とした。

同様に Cdnと Cenも F・

‐
l時に入れ替え、入れ替えたときの推計式 (7)の値の差を、それぞれ平成 17～

20年度の (運用収入以外の収支残における)「人口要素等が将来見通 しと異なったことの寄与」とした。

平成 20年度末積立金の推計値一覧

|ザ イ1=イ
「

金 IJ共済+地共済 L■l共済 地共済 私学共済

(1)実績

Jヒ 円

[149.9]

億円   億円

480,911 「444,2121

億円   億円

85,711  [82,1451

億円   億円

395,200[362,067]

億円   億円

34,366[31,523]

(2)推計値 [146.0] 478,007 133,920 S5,867  [80,707] 392, 141 353,212 3,1,238 30,,144

(3)推計値 [1370] 462,307 400,927 83,826[76,382] 378,481 324,546 32.897 28,787

4)推計値 [139 1] 469,217 106,945 115[77,560] 384,102 329、 385 33.369 29.201

(5)イ倉′[it [11391] 106,860 85,096  [77,542] 381,025 329,318 33,365 29.198

6)推吉}値 [139.4] 469,825 107,475 85,254 177,687] 384,571 329,788 33,432 29,256

7)推 言1値 [139.8] 469,757 107,420 85,309  177,7371 384,148 329,683 33.398 29,227

8)推 :|‐ 値 「 35 5 )91,667 82,789  [75,617] 1369,622 319.050 32,229 2S,105

9)‖ Fi卜 1貞 [ 386 403,461 84,673  [77,343J 377,779 32,922 28,710

( 0)llil「 1貞 | 385 462,296 403,324 84,635[77,309] 377,661 326,014 32,918 28,706

( 1)推計値 [11〕8.9] 401,067 84,816  [77,4751 :378,328 326,593 32,978 28,758

(12)推計値 [138.31 463,891 104,726 85,054[77,6931 378,837 327,033 32,950 28,734

(13)推計値 [138 31 463,891 404,726 85,054[77,6931 378,837 327,033 33,328 29,061

(14)‖E:「イ直 [14121 450.028 417.550 82,362[78,177] 367,667 339,372 32,330 29,9591

(15)推 :1‐ 値 [145.0] 461,830 428,513 84,559[80,266] 377,271 348,247 33,153 30,722

(16)推計値 [144 9] 461,590 428,289 495[80,204] 377,095 348,08rD 33,147 30, 7 t7l
(17)推計値 [ 45.5] 462,975 429,577 84,807  「80,501J 378, 349,076 33,244 30,806]

(18)推計 lla‐ [ 44.6 464,721 431,207] 85,457[81, 379,264 350,089 33,247 30,809

(19)推計値 [ 44.6 464,721 431.207 85,457  [81, 379,264 350,089 33,234 30,797]

(20)推計値 [ 52.3] 459,521 459,5211 84,246「 84,246] 375,275 375,275 33,244 33,2441

(21)推論値 [157.3] 474,459] 87,001 187,001] 457 387.457 34,313 34,3131

(22)推計値 [157.1] 474,074 474,074 86,900  186,900] 387,174 34,306 34,306J

(23)推計値 [157.7] 475,393 475,393 388,215 388,215 34,387 34,387]

(24)将来見通 し [157.1] 479,707 479,707] 88,322[88,3221 391,385 391,385 34,412 34,412]
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第 3章◆平成 16年財政再計算結果との比較

補遺 3

年金給付費に対する賃金上昇率、物価上昇率の影響について (考察 )

(1)本補遺の問題意識

本章第 2節では、保険料や給付費が長期的には概ね名 目賃金上昇率に応 じて増減すると考えられるこ

とから、実質的な運用利回りを考え、また、積立金の実績 と平成 16年財政再計算との乖離に関し、名

目賃金上昇率が見通 しと異なった分を除いた、年金lll政 への実質ベースの影響について分析 している。

しかし、実際の年金制度では、受給者になつてからは、65歳までは賃金上昇率で、65歳以上は物爛1上

昇率で年金額が改定されていく (こ のほかにマクロ経済スライ ドによるスライ ド調整も歩)る が、ここで

の議論に本質的な影響を与えないし、簡 11にするため、ここでは考えない。)。 果たして、最初の長期的

な仮定は正 しいのであろうか。

以下では、「平成 16年財政再計算に基づく公的年金制度の財政検証」での分析をもとに、tt金上昇率、

物価上昇率の給付費に対する影響について考えてみる。このl14政 再計算結果に基づく財政検証では、財

政再計算に使用されたいくつかの前提の年金財政に及ぼす影響を分析するため、その前提を変更した試

算を行っている。その中に、年金制度や人日の要素は動かさずに、運用利

“

|り や賃金 L昇率といった経

済南t提 のみを変更 した場合の将来It計 がある。

その動かし方は次のようなものである。

基4tケース (財政再計算)

経済変更 1

経済変更 2

(2009年度以降の前提について動か している。)

このように、物価 L昇率は固定したままで、賃金 11舞‐率を変更している。そのため、賃金 L昇率の変

動の影響、すなわち、賃金 上昇率と固定 した物価 L夕|・ 率のどちらに、どのように影響されるかがlrtt察 で

きる。

(2)経済前提の給付費に対する影響

毎年度の年金給付費に影響する1)の としては、受給者数とそれぞれの年金額や支給停止の状況、さら

には新規裁定、失権の状況などがある。経済変動はその年金額の変動に影響を与える。

なお、 11記の変更したケースでは、運ナ11利回 りも1司 時に、わずかではあるが動かしている。給付費に

は、運用利回りは本来直接の影響はないが、横立金の運用収人の変動がマクロ経済スライ ドの掛かり方

に影響するため、給付額にも問接的に影響を与える。 しか し、ここでは、いずれかのケースでマクロ経

済スライ ドが適用されている期間については、観察対象期間としないので、結果として、運llltt「rllり の

変動の影響は考えなくていい。

この前提の影響を、定常状態におけるモデルで考えると、次のようになる.定常状態を考え、かつ、

将来のこととすると、すべての被保険者、受給者は財政再計算で見込んだ基礎率の通 りに被保険者にな

り、報酬を得、その後受給者となる。当然各年度の受給者数は変わらず、被保険者歴なども同じとなる。

運用利回り

3.2%

3.1

3.3

賃金上昇率   物佃1上昇率

2.1%     1.0%)

1.8        1.0

2.5        1.0
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1つ違っているのは、年金額である。年金額の算定の元となる報酎‖は、年度を経るに従い、全体に賃金

上昇率分大きくなつている。従つて、このような定常状態では、年金給付額は賃金上昇率で増カロしてい

く。

(3)前提を変更した場合の試算結果から見た影響

毎年度の給付費はその年度の受給者数と個々人の年金額で決まる。つまり、

給付費総額 = Σ個々人の年金給付額

= Σヤ1々 人の年金額 ×(1-支給停止割合)

=Σ R× L        。・・・・・①

ここに、piは受給者をグループ分けしたときの人数であり、人口要素を代表する。なお、これには支

給停止等の経済前提の動きに関係のない 1事項の影響も含めて考えることとする。また、biは plグルー

プの年金額の平均 とする。

ここで、経済前提のみを変更した場合、受給者数やその支給停止状況などは変化 しない。

つまり、①式のイ11金給付額 Lがスライ ドされるだけである。

さらに、

財政 II「 計算における n年度の給付費総額       An

経済前提を変更した場合の n年度の給付費総額     Bn
として、

Rn=Bn/An                         ・ ・ ・ ・ ・ °(D

とおくと、人口のイ11齢別の変JIJJが極端に動かない限り、近似的には、Rnか らは piと いう人口要素

の影響は概ね消え、財政 1呼 計算の基準時点からの給付の伸び率、つまり、経済nt提での報酬や年金改定

の影料の累 l:卜 の比であると,と なすことが出来る。

この Rnの伸び率を、

ρn=Rn+1/R11-1 ・・・・・ 。③

とr雌 くと、これは各年度の経済前提の違いによる給付費の伸びの違いとなる。

この Pの動きを1文|にすると、IX1 3-1の よ うになる。
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2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100年

――厚生年金 経済変更 2

-― 厚生年金 経済変更 1

-一 回共済 +地共済 経済変更 2

-国 共済十地共済 経済変更 1

-私 学共済 経泄 更 2

-私 学共済 経瀬 更 1

経済変更2賃金:21→25

経済変更1賃金:21→ 18

2010 2015 2020 2025 2030 2035

図 経済前提が変わった場合の給付費の伸び率の比較

横 llillよ り下に推移 している曲線が、経済変更 1-11金 11昇率が低くなつた場合―であり、上に推移し

ている曲線が経済変更 2-賃金上昇率が高くなった場合―である。

最初の数年間1(2010句 i度まで)は、経済前撻は変更していないため、Pの llllき は 0である。その後

2020年度あたりまでは、グラフの数値は、経済変更 1でマイナス 0.1～ 015%、 経済変更 2で、プラス

0.1～ 0.2%の伸びがみられる。その後大きく動いているのは、マクロ経済スライ ドの適用lrJ間 の違いに

よるスライ ド調整の差の影響であるc2040年度頃から以降は、やや波がみられるもののほぼ横ばいであ

る。

(4)長期的な影響

経済要因の変動の長期的な影響は、図 31の 2040年度頃より後のところで観察できる。グラフをみ

ると、経済変更 1では、マイナス 0.3%のあた りを、経済変更 2では、プラス 0.4%の あた りを動いて

いる。この数値は、先に見た、経済前提の中の賃金 11昇率の基準ケースとの差と同じである。

この頃の受給者は、概ね財政再計算の基準時点以降に裁定された者であり、また、年次が後になるほ

ど、その被保険者期間も基準時点以降のみの者が増えていく (モデル計算に近づいてくる。)。

これは次のように考えることができる。将来推計では、性、年齢、加入期間別にグループ区分をし、

推計 していく。ある年度 (t)と その翌年度 (t+1)の 受給者を性、年齢別にグループ男1に 眺めてみると、

規模はもとt)と の出生状況によつて異なっているが、加入期間の分布は同じである。また、性別や年齢

別の分布も同じである。つまり、相似形をしているといえる。 1点違つているのは、年金額の基礎 とな
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る標準報酬である。 (t+1)年度の受給者は全体として、 (t)年度の受給者よりも一年後に動き出してい

る。そのため、標準報酬も1年分の賃金上昇率がかかることとなる。従って、経済前提を動かした場合

の影響は、その賃金上昇率にほぼ同じとなる。

ただ、グラフをみると、長い周期での理民動が見られる。これは、先ほどの②式から③式を出すときに、

人口の変動を1壌視して、①式のΣを無視した影響であり、人日の年齢構成の変動が、受給者の各年度に

おける年齢分布に影響し、各コーホー トのもつ総年金額への影響度合が変わってくるためと考えられる。

(5)短力1的 な影響

直近での様子は、2020年度頃までのJIJJき に現れている。それによると、経済変更 1でマイナス 0.1～

0.15%、 経済変更 2で、プラス 01～ 0.2%の伸びであり、賃金上昇率のほぼ 3分の 1程度の影響 となっ

ているc

これ は 、

ア.受給権者のi曇 去の報酬の伸びには、長期的な影響で見たような規則性がないこと

イ 現状では受給者数が増加しており、相対的に 65歳以上の受給権者の1;1合が多く、物価上昇率のみ

の改定の影響が出ていること

などが考えられる。

(1)で見た .kう に、財政 1与 計算結果に基づく財政検証では、物価上昇率をJIJJか した場合の試算は行つ

ていない。従つて、物価、賃金の両上夕l.率 が変動 した場合の 予想は困難である。ただ、本章第4針iでみ

ている実質的な運用利||]り は、物価上夕|"率 υ)実績と1呼 計算での見込みの違いの影響を考慮すると、実際

にはさらに大きなものでル)ろ うと考えらオじる。

(6)そ の他

・ if処分スライ ドによるtt金上昇率とのi韮 いや、1与 計算時点で解消していないマイナススライ ドυ)凍結

分は、

'tt4iケ

ース (財政 1lj計算)及び経済変更ケースのいずれのケースで 1)考慮されており、スt準ケ

ースからの離れ

't合

をみている今回の比1交 では、その影響は考えなくてrtし 、

・支出には、給付′tと 基礎年金拠出金がある。基礎年金拠出金の文出に占める害1合は、 14成 16イ |=‖オ政

1呼 計算によると、足下では、llrt生 午金と私学共済は約 1/3、 国共済と地共済では約 2割であるが、

将来的には厚生年金では 4制を超 し、共済では約 3害1と なるなど財政から見て 1,かなりのポリューム

となる。しか し、基礎年金拠出金 (D同 じ経済前提で伸びていくと仮定されているため、基礎年金拠出

金を含めた文出合計で見ても、各年度の影響は前頁の図とほとんど変わらないものとなる。

・ρn=Rn■1/Rn~1の長期的なIIJJ向 が、経済前提の中の賃金上昇率の基準ケースとの差と同じである

とい う状況は、仮に、Rn=Bn/Anが nに よらない定数倍になっていたとしても変わらない。この

ことは、物fllll li昇 率等も含む経済前提の設定が変動することにより同 一時点における給付費の規模が

変動するが、その影響は 11記の分析には現れないことを示す.
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